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12医療機関を「がんゲノム医療中核拠点病院」として指定します 
 

厚生労働省は、以下の 12医療機関を「がんゲノム医療中核拠点病院（※）」として

指定しますので、お知らせいたします。 

指定される医療機関は、令和２年３月４日から令和２年３月 27日まで開催した「第

３回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会（座長：中釜斉 国立研究

開発法人国立がん研究センター理事長）」で、指定することが適当とされた医療機関で

す。 

厚生労働省としては、引き続き、がんゲノム医療を推進していきます。 

 

（※）がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関です。 

 

 

 

北海道大学病院 

東北大学病院 

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 

慶應義塾大学病院 

東京大学医学部附属病院 

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 

静岡県立静岡がんセンター 

名古屋大学医学部附属病院 

京都大学医学部附属病院 

大阪大学医学部附属病院 

岡山大学病院 

九州大学病院 

 

※ 指定期間：令和２年４月１日から令和４年３月 31日まで 
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照会先 健康局がん・疾病対策課 
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